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　 For content specialists teaching in English and 
language educators, The Roles of Language in CLIL 
represents  an  impor tant  text ,  providing a  c lear 
explanation of the ways language can be taught through 
the content. The term CLIL refers to Content and 
Language Integrated Learning, which arose from the 
European Commission's (1996) "1+2 policy" for EU 
citizens to be competent in their mother tongue plus 
two other EU languages. Though based on the European 
context, the book's advice is easily transferrable to 
non-European contexts and could be very helpful for 
Japanese teachers at the secondary or tertiary level 
who see the value of English education through content 
learning. The text is, in effect, a guide for those who 
want to teach IN English, and links theory to actual 
classroom practices that will help educators apply 

best  pract ices  to  their  content 
through English teaching.  The 
interrelationship between "subject 
literacies" (genre and register), 
c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n s ,  a n d 
language development form the 
key aspects addressed in the nine 
chapters of the text. Of particular 
interest are Chapter 3, which offers advice for a training 
portfolio and a structure for curricular planning, and 
Chapter 7, which integrates theory and practice. 
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　シリア内戦が続き、多数の死傷者が出て、化学兵器の使
用も疑われている。私達や各国政府は、どのような行動を
とるべきなのだろうか？
　国連開発計画 (UNDP) の『人間開発報告書』(1994 年 )
で提唱された「人間の安全保障」(human security) の発展
を通じて、国際関係を捉える内容豊富な入門書である。
　導入部分において、冷戦後主権国家が階層化し、主体
(actor) が多様化したことを指摘する。国連の組織と活動
(PKO など ) を概観した上で、安保理常任理事国の政治的決
定が客観的基準なしに行われていることにも言及する（第
1 章）。また、戦争の違法化や国際法の歴史、国際人道法と
核兵器の関係について触れる（第 2 章）。
　総論部分では、本概念を提唱した UNDP の戦略性、日本
とカナダの外交政策における位置づけの違い、人間の安全
保障委員会報告書 (2003) における概念の精緻化や、人権
との相互補完性を指摘する（第 3 章）。この概念の担い手
として、国家以外に、軍隊・軍事組織、国際組織、NGO、
企業、メディアが関わっていることに触れる（第 4 章）。
　各論部分では、人の移動・難民問題、通常兵器の蔓延、
子ども兵、紛争ダイヤモンドとレアメタル、貧困と児童労働、
感染症、ジェンダーに基づく暴力、自然災害といった、主
に途上国の諸問題につき具体例を挙げて説明する（第 5 章）。
ミレニアム開発目標 (MDGs, 2000) の進展状況を検証し、
国際法については、特に、国際刑事裁判所に高い評価を与
えている（第 6 章）。
　人間の安全保障とは別の系譜から登場した概念が、「保
護する責任」(Responsibility to Protect; R2P) である（第 7 章）。
ソマリア、ルワンダ、旧ユーゴスラビアの内戦で、PKO の
限界が明らかとなり、カナダ政府が設けた委員会報告書
(2001) の R2P 概念の発展をたどる。著者は、武力行使を
伴う R2P が、国連憲章の枠を超えて広がる可能性を否定し
ない。しかし、「予防する責任」に重点があることを理由
に R2P を評価している。ところが、2003~09 年のスーダ
ン・ダルフールでの政府軍による空爆や民兵による殺害に
より多数の国内避難民・難民や死者が出たにもかかわらず、
武力でジェノサイドを止めようとする各国政府の動きはな
く、他国民を救うために自国民を犠牲にはしないと言う。
　東日本大震災に触れ、被害が弱者に集中することや、官
を補完する市民団体の役割を紹介し、先進国でも「人間の
安全保障」が有効な概念であるとする（第 8 章）。
　人間の安全保障の新規性は、国家自身が主導したことと、
国家以外のアクターの積極的な役割を認めたことにある。
サヘル（サハラ砂漠南縁）の子どもたちが「人道危機に陥
らず、脆弱な状態に止まれるよう」国際社会の食糧支援が
必要だという国連事務次長の注目すべき言葉は、本概念が、
社会的弱者の立ち直りを助ける概念であり、援助を必要と
する側に立って支援方法を考えるべきであることを示唆す
る（終章）。
　市民が課題に立ち向かう時、過去及び未来に目を向け、
人々に思いを馳せ想像することは重要であろう。だが、人
間の安全保障の実現方法についてはやや具体性に欠ける。
現実の事態の複雑さを認識している著者にこそ、その意見
を期待したいと思う。
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　いったい「内容言語統合型学習」(CLIL) とは何なのだろう。
何らかのコンテンツの学習を通して言語を学ぶ方法である
という。筆者の勤務する大阪女学院大学・短期大学では「内
容中心指導法」(CBI: Content-based Instruction) に基づく英
語教育を行っている。いったいどこがどう違うのだろう。
そんな疑問を抱いていた時に出たのが本書である。タイト
ルが示すように、これは上智大学で実施された英語教育プ
ログラムを契機として書かれたCLIL (Content and Language 
Integrated Learning) の解説書であり、同時に、この分野の
入門書の先駆けとなるものである。関連する基本概念が丁
寧に説明されている。
　本書によると、CBI と CLIL の大きな違いは、前者が米国
で発展した第２言語指導法であるのに対し、後者が欧州で
発達した外国語指導法であるということにある。欧州産で
ある CLIL は当然、CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages) やその背景にある複言語主義と同
じ方向性を共有している。求めるのは必ずしも母語話者レ
ベルの言語能力の獲得ではなく、相互の言語の容認であり、
状況と目的に応じた言語能力の獲得である。
　本書は、啓蒙的である。CLIL の中核概念である４つのＣ
(Content, Communication, Cognition, Community) から成り

立つマトリックスの中にシラバス・教材・指導法などを置
くと、どのような状況でどのような指導が必要なのかが手
に取るようにわかる。また、教師は自分に足りない知識や
技術がたちどころにわかるのである。
　ただ、一般向けの書であるためか、やや物足りなさを感
じる点もある。たとえば、インプット理論などの第二言
語習得の概念や技術が紹介されているが、外国語教育中
心の日本の環境でどのようにそれを機能させるかの考察
もほしい。また、上智大学の学生と同等の語学力を持た
ない学習者に対してこれを成功させるためのヒントも聞
きたくなる。
　近年、我が国でも CLIL への関心が高まりつつある。
CLIL が要求する高い指導能力は教師を大いに刺激するであ
ろう。また、CLIL の背景にある社会的方向性や共通基準は、
ともすると具体的な習得目標を明示しない我が国の英語教
育に大きな示唆を与えるであろう。

CLIL の「４つのC」本書p.5より

　書　評

 Tamara  Swenson

書籍紹介 1

　全ての人に基礎教育を提供するこ
とを世界共通の目標とすることを掲
げた、1990 年の「万人のための教育
世界会議」以降、教育開発が国際社
会の重要な関心事となった。教育を
めぐる不正行為や汚職は国内の問題
として捉えられる傾向にあった。『楽
園に通じる道を買う：教育汚職の国

際的視点』と題する本書は、教育汚職が地球規模の課題
のひとつになりつつあることを示し、国際社会の取り組
みの必要性について訴える。
　本書では、アジア、アフリカ、旧ソ連、ヨーロッパに
おける事例が示されている。世界各国で、アカハラ、セ
クハラ、搾取、横領、贈収賄、強要、脅迫などの行為が
行われていること、それらが中央政府レベルから就学前
教育～高等教育の教育現場レベルまでみられること、行
政官、教職員、民間業者、保護者、生徒など関係者が多
岐にわたること、保護者や生徒が必ずしも被害者となる
だけでなく加害者にもなることなどが報告されている。
教育をめぐる不正行為の問題の広範さ、複雑さ、根深さ
が描かれ、読み進むにつれて暗澹たる気持ちにさせられ
る。しかし、最後に、腐敗対策の成功例が紹介され、各
国が協力してどのようにこの問題に取り組むべきかとい
う提案もあり、これには勇気づけられる。
　本書を通して、教育汚職の問題が開発途上国特有の問
題ではなく、程度の差はあれ先進国にも存在しているこ
と、私たちにとって身近な問題であることに改めて気付
かされるであろう。

　外交には、政府要人間の外交の他に、相手国の世論に
働きかけるパブリック・ディプロマシーが昔から用いら
れてきた。特に文化活動や文化政策を外交の手段として
利用する場合にはパブリック・ディプロマシーが重要視
されてきた。なぜならば、政府が実施する対外広報、人
物交流、国際放送などによって、「国益」や政権担当者の

「権力」維持という目的を持って行われてきたからである。
たとえば、中国の孔子学院や韓国の韓流ドラマ戦略には
政府の強い関与のもとに展開されている。しかし、最近
では、「ソフト・パワー」として政府を介さないで市民レ
ベルでの「市民外交」や「民間外交」が展開されてきて
いる。これにも「国益」を重視する活動もあるが、新し
い傾向として、「国際益」や「国際公共性」を強調して、
世界的な共通の課題の解決に向けて協働するという姿勢
が見られはじめている。著者はこれを「ニュー・パブリッ
ク・ディプロマシー」と表現している。この方が外交の
ねらいである「心と精神を勝ち取
る」のに有効であると著者は述べ
ている。この「ニュー・パブリッ
ク・ディプロマシー」は、当研究
所が目指す「国際共生」と親和的
な活動である。「国際共生」の考
え方はまだ確立されたものではな
いが、それは「国益」より「国際益」
重視につらなるということは言え
そうである。「国際共生」を考え
るヒントを本書は提供してくれる
であろう。
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 文化と外交
 　　　 ―パブリック・ディプロマシーの時代
　　　　　　　　　　　     渡辺　靖 著、中公新書　

　　　　　　　　 2011 年 10 月刊、204 ページ　
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